
２ 最近の電力会社が発注する物件に係る事件 

件   名 
（措置年月日）

内  容 

平成２８年（措）第８号 

東京電力が発注する電力保安通信用機

器の製造販売業者に対する件 

（平成２８年７月１２日） 

 東京電力発注の特定電力保安通信用機器につい

て，共同して，納入予定メーカーを決定し，納入予

定メーカーが納入できるようにしていた。 

平成２６年（措）第１号～第２号 

関西電力㈱が発注する架空送電工事の

工事業者及び地中送電工事の工事業者

に対する件 

（平成２６年１月３１日） 

関西電力発注の特定架空送電工事について，共同

して，受注予定者を決定し，受注予定者が受注でき

るようにしていた。（第１号） 

関西電力発注の特定地中送電工事について，共同

して，受注予定者を決定し，受注予定者が受注でき

るようにしていた。（第２号） 

平成２５年（措）第１１号～第１５号

東京電力㈱が発注する架空送電工事

の工事業者及び地中送電ケーブル工

事の工事業者に対する件 

（平成２５年１２月２０日） 

東京電力本店等発注の特定架空送電工事につい

て，共同して，受注予定者を決定し，受注予定者が

受注できるようにしていた。（第１１号） 

東京電力東ブロック発注の特定架空送電工事につ

いて，共同して，受注予定者を決定し，受注予定者

が受注できるようにしていた。（第１２号） 

東京電力西ブロック発注の特定架空送電工事につ

いて，共同して，受注予定者を決定し，受注予定者

が受注できるようにしていた。（第１３号） 

東京電力北ブロック発注の特定架空送電工事につ

いて，共同して，受注予定者を決定し，受注予定者

が受注できるようにしていた。（第１４号） 

東京電力発注の特定地中送電ケーブル工事につい

て，共同して，受注予定者を決定し，受注予定者が

受注できるようにしていた。（第１５号） 

平成２２年（措）第１号～第７号 

電力会社が発注する電力用電線等の見

積り合わせ又は競争入札の参加業者に

対する件 

（平成２２年１月２７日） 

東京電力等発注の特定電力用電線について，共同

して，受注予定者を決定し，受注予定者が受注でき

るようにしていた。（第１号） 

東北電力発注の特定電力用電線について，共同し

て，スポット発注の方式により発注されるものに

あっては，受注予定者を決定し，受注予定者が受注

できるようにし，大規模割当て発注及び年度の割当

て発注の各方式により発注されるものにあっては，

発注単価等を決定するための指名競争見積に当たっ

て，交渉価格及び値引き限度額並びに交渉予定者を

決定し，交渉予定者が交渉価格を基に価格交渉でき

るようにしていた。（第２号） 

中部電力発注の特定電力用電線について，共同し

て，スポット発注の方式により発注されるものに

あっては，受注予定者を決定し，受注予定者が受注

できるようにし，大規模割当て発注の方式により発

注されるものにあっては，発注単価等を決定するた

めの指名競争見積に当たって，３社それぞれの受注

すべき金額の順位及び交渉価格を決定し，交渉価格

を基に価格交渉できるようにしていた。（第３号） 



北陸電力発注の特定電力用電線について，共同し

て，受注予定者を決定し，受注予定者が受注できる

ようにしていた。（第４号） 

中国電力発注の特定電力用電線について，共同し

て，受注予定者を決定し，受注予定者が受注できる

ようにしていた。（第５号） 

九州電力発注の特定電力用電線について，共同し

て，スポット発注の方式により発注されるものに

あっては，受注予定者を決定し，受注予定者が受注

できるようにし，大規模割当て発注及び計画割当て

発注の各方式により発注されるものにあっては，発

注単価等を決定するための指名競争見積りに当たっ

て，最低見積価格及びすべて受注する者又はそれぞ

れの受注すべき金額の順位を決定していた。（第６

号） 

沖縄電力発注の特定電力用電線等について，共同

して，受注予定者を決定し，受注予定者が受注でき

るようにしていた。（第７号） 

３ 参照条文 

○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（抄） 

（昭和二十二年法律第五十四号） 

〔定義〕 

第二条 （略） 

②～⑤ （略） 

⑥ この法律において「不当な取引制限」とは，事業者が，契約，協定その他何らの名義をもつ

てするかを問わず，他の事業者と共同して対価を決定し，維持し，若しくは引き上げ，又は数

量，技術，製品，設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し，又は

遂行することにより，公共の利益に反して，一定の取引分野における競争を実質的に制限する

ことをいう。 

⑦～⑨ （略） 

〔私的独占又は不当な取引制限の禁止〕 

第三条 事業者は，私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。 

〔排除措置〕 

第七条 （略） 

② 公正取引委員会は，第三条〔私的独占又は不当な取引制限の禁止〕又は前条の規定に違反す

る行為が既になくなつている場合においても，特に必要があると認めるときは，第八章第二節

〔手続〕に規定する手続に従い，次に掲げる者に対し，当該行為が既になくなつている旨の周

知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる。

ただし，当該行為がなくなつた日から五年を経過したときは，この限りでない。 

 一 当該行為をした事業者 

 二～四 （略） 

〔課徴金〕 

第七条の二 事業者が，不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的

協定若しくは国際的契約で次の各号のいずれかに該当するものをしたときは，公正取引委員会

は，第八章第二節〔手続〕に規定する手続に従い，当該事業者に対し，当該行為の実行として

の事業活動を行つた日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間（当該期



間が三年を超えるときは，当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて三

年間とする。以下「実行期間」という。）における当該商品又は役務の政令で定める方法によ

り算定した売上額（当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は，当

該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額）に百分の十（小売業については百

分の三，卸売業については百分の二とする。）を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に

納付することを命じなければならない。ただし，その額が百万円未満であるときは，その納付

を命ずることができない。 

一 商品又は役務の対価に係るもの 

二 （略） 

②～⑥ （略） 

⑦ 第一項（第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項，第十九項，第二十二

項及び第二十三項において同じ。）又は第四項の規定により課徴金の納付を命ずる場合におい

て，当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは，第一項中「百分の十」とあ

るのは「百分の十五」と，「百分の三」とあるのは「百分の四・五」と，「百分の二」とある

のは「百分の三」と，第四項中「百分の六」とあるのは「百分の九」と，「百分の二」とある

のは「百分の三」と，「百分の一」とあるのは「百分の一・五」と，第五項中「百分の四」と

あるのは「百分の六」と，「百分の一・二」とあるのは「百分の一・八」と，「百分の一」と

あるのは「百分の一・五」とする。ただし，当該事業者が，第九項の規定の適用を受ける者で

あるときは，この限りでない。 

一 調査開始日から遡り十年以内に，第一項若しくは第四項の規定による命令を受けたことが

ある者（当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。）又は第十八項若しくは

第二十一項の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたことがあ

る者 

二 （略） 

⑧～  （略） 

４ 課徴金制度の概要 

(1) 課徴金納付命令 

 公正取引委員会は，事業者がカルテル・談合をした場合，当該事業者に対して，課徴金を国

庫に納付することを命ずる（第７条の２第１項）。 

（注）カルテル・談合をした法人が課徴金納付命令を受ける前に合併により消滅した場合は，合併後存続

し，又は合併により設立された法人に課徴金の納付を命ずる（第７条の２第２４項）。また，課徴金

納付命令を受ける前に，カルテル・談合をした法人が調査開始日以後において子会社等に対してカル

テル・談合の対象となった事業の全部を譲渡し，又は当該法人が調査開始日以後において子会社等に

対して分割によりカルテル・談合の対象となった事業の全部を承継させ，かつ，合併以外の事由によ

り消滅した場合は，当該子会社等に課徴金の納付を命ずる（第７条の２第２５項）。 

(2) 課徴金額の計算 

ア カルテル・談合の実行期間中（最長３年間）の対象商品又は役務の売上額を基に，事業者

の規模や業種ごとに定められた課徴金算定率を乗じて計算する。 

           ＝               ×     

（注）課徴金額が１００万円未満であるときは，課徴金の納付は命ずることができない（第７条の２第１

項ただし書）。また，課徴金額に１万円未満の端数があるときは，切捨てとなる（第７条の２第２３

項）。 

課徴金額 
カルテル・談合の実行期間中の 

対象商品又は役務の売上額 
課徴金算定率 



イ 課徴金算定率 

大企業 中小企業 

違 

反 

対 

象 

事 

業 

小売業・ 

卸売業以外 
10％ 

早期解消 8％ 

4％ 

早期解消 3.2％

再度の違反 15％ 再度の違反 6％

主導的役割 15％ 主導的役割 6％

再度＋主導 20％ 再度＋主導 8％

小売業 3％ 

早期解消 2.4％ 

1.2％ 

早期解消 1％

再度の違反 4.5％ 再度の違反 1.8％

主導的役割 4.5％ 主導的役割 1.8％

再度＋主導 6％ 再度＋主導 2.4％

卸売業 2％ 

早期解消 1.6％ 

1％ 

早期解消 0.8％

再度の違反 3％ 再度の違反 1.5％

主導的役割 3％ 主導的役割 1.5％

再度＋主導 4％ 再度＋主導 2％

（注）１ 「早期解消」の課徴金算定率は，調査開始日の１月前の日までに違反行為をやめ，かつ，違反

行為に係る実行期間が２年未満である事業者に対して適用される。ただし，当該事業者が「再度

の違反」又は「主導的役割」の適用を受ける事業者である場合には適用されない（第７条の２第

６項）。 

２ 「再度の違反」の課徴金算定率は，調査開始日から遡り１０年以内に課徴金納付命令（当該命

令が確定している場合に限る。）等を受けた事業者に対して適用される（第７条の２第７項）。 

３ 「主導的役割」の課徴金算定率は，単独で又は共同して，①違反行為をすることを企て，かつ，

他の事業者に対し違反行為をすること又はやめないことを要求し，依頼し，又は唆すことにより，

当該違反行為をさせ，又はやめさせなかった事業者，②他の事業者の求めに応じて，継続的に他

の事業者に対し違反行為に係る商品・役務に係る対価，供給量，購入量，市場占有率又は取引の

相手方について指定した事業者等に対して適用される（第７条の２第８項）。 

４ 「再度＋主導」の課徴金算定率は，「再度の違反」及び「主導的役割」のいずれにも該当する

事業者に対して適用される（第７条の２第９項）。 

５ 違反事業者が，同一事件について，罰金の刑に処する確定裁判を受けたときは，課徴金額（課

徴金減免制度の適用を受ける場合は，減額後の課徴金額）から，罰金額の２分の１に相当する金

額が控除される（第７条の２第１９項）。ただし，課徴金額が罰金額の２分の１に相当する金額

を超えないとき，又は課徴金額から罰金額の２分の１に相当する金額を控除した後の金額が

１００万円未満であるときは，課徴金の納付は命ずることができない（第７条の２第２０項）。 

(3) 課徴金減免制度 

 事業者が自ら関与したカルテル・談合について，その内容を公正取引委員会に自主的に報

告した場合，課徴金額が減免される（第７条の２第１０項～第１３項）。 

課徴金減免申請順位 減免率 

調査開始日前の１番目の申請者 課徴金納付を免除 

調査開始日前の２番目の申請者 課徴金額を５０％減額 

調査開始日前の３番目の申請者 課徴金額を３０％減額 

調査開始日前の４・５番目の申請者 課徴金額を３０％減額 

調査開始日以後の申請者 課徴金額を３０％減額 

（注）１ 課徴金減免制度は，調査開始日前と調査開始日以後とで合わせて最大５社（ただし，調査開始

日以後は最大３社まで）に適用される。 

２ 課徴金納付命令等がなされるまでの間に，公正取引委員会に求められた追加の違反行為に係る

事実の報告等に応じないとき等においては，課徴金の減免を受けることはできない（第７条の２

第１６項・第１７項）。 


